
令和５年度 

天川村職員採用初級試験案内 

（職務経験者対象） 
 

 

令和５年２月２８日 

天川村役場 総務課 

 

・受 付 期 間 ： 令和５年３月１日（水） 

～令和５年４月２８日（金） 

・第１次試験 ： 令和５年５月１４日（日） 

・試験に関する問合わせ及び受験申込みは、 

      天川村役場 総務課 人事係 

      〒６３８－０３９２ 奈良県吉野郡天川村大字沢谷６０番地 

      ℡ ０７４７－６３－０３２１ 内線１２０～１２３ 

 

 

天川村職員採用初級試験を次のとおり行います。 

 

１ 試験職種・採用予定人員等 

試験職種 内訳 区分 採用予定 

人  数 

職務内容 

 

一般行政職 

 

職務経験者 

 

社会人 

 

３名程度 

 

村長部局（本庁・出先機関）、教育委員会事務局

などに勤務し、一般行政事務に従事します。 

※ 採用予定人員は、現時点での見通しですので、変更になることがあります。 

 

 

 



２ 受験資格 

（１） 昭和５８年４月２日以降に生まれた人 

（２） 地方公務員法第１６条に該当する人は受験できません。 

・ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがな

くなるまでの者 

・ 天川村職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

・ 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その

他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

（３） 日本国籍を有しない人については、在留活動に制限のない在留の資格を有する人

に限ります。 

 

３ 試験の日時・場所・合格発表 

 第 1 次試験 

 

日 時 

令和５年５月１４日（日） 

受付時間 午前８時２０分～８時４０分 

試験開始 午前９時００分 

◆教養・作文試験 

 

場 所 

天川村大字沢谷６０番地 

天川村山村開発センター 

 

合格者発表 

 

令和５年５月中旬 

天川村役場前掲示板に受験番号を掲示するほか、合否にかかわらず受験者

に郵送で通知します。 

 

 第２次試験 

 

日 時 

令和５年５月下旬 

後日、受験票と共に通知します。 

◆口述試験 

 

場 所 

天川村大字沢谷６０番地 

天川村山村開発センター 

 

合格者発表 

 

令和５年５月下旬 

天川村役場前掲示板に受験番号を掲示するほか、合否にかかわらず受験者

に郵送で通知します。 

 

 

 

 



４ 試験の方法 

試験 種目 内      容 

筆記 

試験 

教養試験 
公務員として必要な、社会・人文・自然に関する一般知識及び、文章理

解・判断推理・数的推理・資料解釈に関する一般的知能試験を行います。 

作文試験 
公務員として必要な知識、判断力、表現力等について、筆記試験を行い

ます。（日本語による記述） 

面接

試験 
口述試験 個別面接による試験を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５ 受験手続 

申込用紙 

の 請 求 

方  法 

配布場所 
天川村役場 総務課 人事係 

（天川村ホームページからダウンロードできます。） 

郵 便 に 

よる請求 

「採用試験申込用紙請求」と朱書した封筒に、郵便番号/ 

住所/氏名/電話番号/希望する職種を明記して９４円切手を

貼った返信用封筒（長形３号[23.5 ㎝×12 ㎝]）を同封し、天

川村役場総務課人事係（〒６３８－０３９２ 奈良県吉野郡

天川村沢谷６０番地）へ請求ください。 

申込方法 

所定の志願書及び申込書に必要事項を記入し、写真２枚（最近３ヶ月以内に撮

影した上半身脱帽正面向、縦５㎝、横４㎝：１枚は申込書に貼付）を同封して

天川村役場総務課に提出ください。 

※ 郵便による場合は、封筒の表に必ず「職員採用受験」と朱書し、

簡易書留で郵送してください。 

※ インターネット・メールによる受験申込はできません。 

受験申込先 
 天川村役場 総務課 人事係 

 〒６３８－０３９２ 奈良県吉野郡天川村大字沢谷６０番地 

受付期間 

令和５年３月１日(水)～４月２８日(金) ８：３０～１７：００ 

※土・日曜日、祝祭日を除く 

郵送の場合は【４月２８日必着】 

受験票 

の交付 

試験申込書を受理した場合は、受験票を交付します。 

※ 試験当日には、受験票を必ず持参ください。 

 

 

６ 合格から採用まで 

（１） 合格者を採用候補者名簿に成績順に登載し、欠員等で採用の必要が生じた都度、

採用者を決定します。 

（２） 採用は、原則として令和５年度中です。 

（３） 採用候補者名簿は、原則として１年間有効です。 

（４） 不正行為が後日判明した場合、合格時点に遡り、合格を取り消す場合があります。 

 



７ 日本国籍を有しない人の任用について 

 「日本国籍を有しない人は、公権力の行使又は公の意思の形成への参画に携わることは

できない。」とする公務員に関する基本的原則に基づいた任用がなされます。 

（１） 日本国籍を有しない人は、各任命権者が定める次の職以外の職に任用されます。 

ア 「公権力の行使」に携わる職（代表例） 

・ 許可、認可、免許等処分に関する事務 

・ 報告の徴収、検査に関する事務 

・ 村税の賦課決定、徴収、滞納処分に関する事務 

・ 補助金・交付金の交付、貸付金の貸付けの決定に関する事務 

・ 不服申立てに対する裁決に関する事務 

・ その他、個人、法人、その他の団体の権利義務に直接具体的な効果を及ぼす事務 

イ 「公の意思の形成への参画」に携わる職 

・ 天川村行政について企画、立案、決定に参画する職とし、原則として「所属長及

び課長級以上の職」などです。 

（２） 日本国籍を有しない人は、採用時に「在留活動に制限がない在留の資格」がない

場合には採用されません。 

 

８ 給与 

（１） 現行の初任給月額は、一般事務職の場合（高卒）１５４，６００円、 原則として、

年１回昇給があります。また、採用前の民間等の経歴などに応じて加算されること

があります。 

（２） このほか、扶養手当、通勤手当、住居手当、期末・勤勉手当等がそれぞれの条件に

応じて支給されます。 

 

９ 試験結果の開示請求について 

（１） 採用試験結果については、天川村個人情報保護条例に基づき開示を請求すること

ができます。 

（２） 受験者本人が、受験票を持参し直接開示場所へお越しください。 

（３） 電話、電子メール等による請求はできません。 

開示請求できる人 開示内容 開示場所 開 示 期 間 

採用試験受験者本人 総合得点・順位 
天川村役場 

総 務 課 

試験の合格発表から２週間 

８：３０～１７：００ 

（ただし、土・日曜日及び祝日は開

示できません。） 



１０ 合格基準 

（１） 各試験種目には、それぞれ合格基準があり、一つでも基準に達しない場合は、 

不合格となります。 

    したがって、総合得点及び順位が上位であっても不合格となる場合があります。 

 

１１ その他 

（１） この試験に関する提出書類は、一切返却しません。 

（２） 地方公務員法第２２条により、採用された職員はすべて条件附の採用となります。

採用後６ヶ月間、職務を良好な成績で遂行したとき、初めて正式採用となります。 


